
    

 

 令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ７ 日 

不 動 産 ・ 建 設 経 済 局  

土地政策審議官部門地籍整備課  

 

「土地の戸籍」に関する最新の調査実施状況を公表します 

～ 「優先実施地域」の進捗率が80％に到達 ～ 

 

土地の境界や面積などの基礎的な情報である地籍は「土地の戸籍」とも呼ばれ、昭和 26 年の国土調査法制定

時から主に市町村が主体となって調査が進められています。令和３年度の調査実績は８３２㎢となり、令和３年度

末時点での進捗率は、全国の｢地籍調査対象地域｣※１で５２％、｢優先実施地域｣※２で８０％となりました。 
※１ 全国土面積から、国有林野及び公有水面（湖沼や河川等）の面積を除いた地域が対象 
※２ 土地区画整理事業等により一定程度地籍が明確化された地域、土地の取引が行われる可能性が低い地域を除く地域 

○ 地籍の明確化は、土地取引の円滑化のみならず、災害からの早期の復旧・復興や効率的なインフラ整備、

まちづくり等を進める上で大きな役割を果たします。また、成果は自治体が保有する GIS 等にも取り込まれ

行政サービスの効率化に寄与するほか、法務局へも送付され、登記記録の修正や登記所備付地図として

利用されます。 

○ 現在、第７次国土調査事業十箇年計画（令和２年度から令和 11 年度）に基づき全国の地籍調査が進め

られており、第７次十箇年計画の目標値 15,000 ㎢に対し、令和３年度までの実績は 1,667 ㎢となり、

11％の目標達成率となっています。 

○ 第７次十箇年計画においては、令和２年の国土調査法等の改正により、山村部におけるリモートセンシン

グデータを活用した効率的な調査手法や、図面等を活用した現地立会を必要としない新たな調査手続等

を導入しており、これらの活用も推進しながら地籍調査の加速化に取り組んでいます。 

＊本リリースの詳細については、別添資料もご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

＊地籍調査に関する詳細については、地籍調査 WEB サイト（http://www.chiseki.go.jp/）を御覧ください。     

＜問い合わせ先＞不動産・建設経済局 土地政策審議官部門 地籍整備課  担当 矢萩、小林、中原 

          TEL：03-5253-8111（内線：30533）、03-5253-8384(直通) FAX：03-5253-1580 

 

【都道府県別の調査進捗率（R3 年度末）】 【国全体の対象地域に対する調査状況】※3 

【優先実施地域に対する調査状況】※3 

※3 係数は、それぞれ四捨五入によっているので、合計及び比率は一致しない場合もある。 



（別添資料） 

「地籍」とは？ 

「地籍」という言葉を聞いたことはありますか？これは、一筆ごとの土地の所有者や地

番、地目、境界、面積など、土地の現況を示す基礎的な情報で、「土地の戸籍」とも呼ばれ

ているものです。 

一つ一つの土地について、所有者等に確認しながら地籍を調べていく作業が地籍調査

で、昭和２６年の国土調査法制定以来、70 年以上にわたり全国で実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地籍調査の効果 

地籍調査の成果は、土地取引の円滑化、災害からの早期の復旧・復興、効率的なイン

フラ整備、まちづくり等を進める上で大きな役割を果たしています。 

また、自治体が保有する GIS 等にも取り込まれ、行政サービスの効率化に寄与するほか、

法務局へも送付され、登記記録の修正や登記所備付地図として利用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添資料） 

令和３年度の全国の地籍調査の状況 

地籍調査の令和３年度の実績は、全国で８３２㎢、

でした。これにより、令和３年度末時点での進捗率

は、全国の地籍調査対象地域※１で５２％、優先実施

地域※２で８０％となります。 
現在、地籍調査は第７次国土調査事業十箇年計

画（Ｒ２～１１年度）に基づき進められています。同計

画内の目標面積１５，０００㎢に対し、令和３年度末

までの実績は１，６６７㎢となり、１１％の目標達成率

となっています。 
 
※１．全国土面積から、国有林野及び公有水面（湖沼や河川等）

の面積を除いた地域が対象 
※２．土地区画整理事業等により一定程度地籍が明確化され 

た地域、土地の取引が行われる可能性が低い地域（大規模な
国公有地、手を入れる必要のない天然林等）を除く地域 
 

近年の地籍調査の進捗が高い県 

過去１０年の進捗率は全国平均で２％程度ですが、進

捗率が大きく伸びている県もあります。 
和歌山県では、過去１０年で２２％調査が進み、全国１

位の伸び率となっています。同県では、県が実施主体とな

るインフラ整備にあたり、事業化の要望を契機に、地籍調

査を先行して実施することが事業費の縮減や早期着工・完

了につながることを市町村に啓発することで、地籍調査の

進捗を促しています。 
和歌山県では、南海トラフ地震による被害も懸念されて

おり、地籍調査の進捗により、津波浸水想定地域におけ

る地籍の明確化が進むとともに、県内の高速道路等の整

備で円滑な事業実施の効果が発現しています。 
このほか、徳島県（１３％）、鳥取県（１２％）が過去１０

年の進捗率のトップ３となっています。 
 

新たな調査手続や調査手法の導入 

近年、少子高齢化の進行等に伴う所有者不明土地の増加や、土地所有者等の土地に対

する意識の変化、調査に携わる担い手確保の問題など、社会情勢の変化に伴い、地籍調査

を進める上での課題が顕在化しています。 
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（別添資料） 

これを踏まえ、令和２年に国土調査法及び関連法案が改正され、地籍調査の迅速・円滑

な実施を目的とした新たな制度が導入され、調査現場でその活用が進められています。 

〇現地調査等の手続きの見直し 

・固定資産課税台帳の活用により、調査実施時の土地所有者の探索が容易に 

・筆界案を公告することで、土地所有者の所在が不明でも地籍調査の実施が可能に 

・現地での立会が難しい場合でも、図面等の郵送や集会所等での確認が可能に 

〇地域の特性に応じた調査手法の導入 

・都市部における官民境界の先行的な調査（街区境界調査）の導入 

・山村部における航空レーザ測量等のリモートセンシングデータを活用した調査の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

リモートセンシング技術を活用した効率的な地籍調査の実施 

山村部の地籍調査では、土地所有者が高齢化し

ており、現地に入って確認することが大きな負担に

なっています。また、測量作業も非常に手間がかか

るほか、滑落や危険生物の存在など、事故のリスク

も高い状況です。 
そのため、令和２年の制度改正により、高精度な

空中写真や航空レーザ測量等のリモートセンシング

データを利用することで、現地に行かずに調査できる

手法を新たに導入しました。データから得られる、土

地の起伏や樹木の高さ、樹種の違いといった情報を

もとに土地の境界（筆界）案を作成し、集会所等で

土地所有者に確認してもらうことで調査します。 
この手法により、調査期間やコストの削減が期待

されるほか、調査時の安全性も大きく向上します。

令和３年度は１７市町で実施されましたが、令和４

年度は３１市町村で実施予定であり、引き続き導入

に向けた後押しをしてまいります。 



（別添資料） 

民間測量成果の活用（19 条 5 項指定） 

デベロッパーをはじめとする民間事業者による宅地

開発事業や、地方公共団体による道路や河川の整

備等に関連した公共事業など、地籍調査以外にも土

地に関する様々な測量が実施されています。これらの

測量の多くは、十分な精度や正確さを有していること

から、国土交通大臣等の指定により地籍調査の成果

と同等に活用しています。令和２年の制度改正によ

り、自治体が申請を代行できる仕組みを設け、申請

の促進に取り組んでいます。 

 

地籍調査の加速化に向けた取組み 

南海トラフ地震のような大規模地震災害や、激甚化・頻発化する豪雨災害は、いつ、どこ

で起きるか分かりません。このような災害によって、建物等が流されてしまっても、地籍調査

によって土地の境界位置が分かっていれば、被災後にすぐに復元して迅速な復旧・復興が

可能となります。“いつか”起こる災害の備えとして、 “今”地籍調査を進めておくことが非常

に重要です。 

地籍調査の未着手・休止中の市区町村数は減少傾向にありますが、調査実施面積自体

は近年ほぼ横ばいで推移しています。調査が残っている地域には、都市部や山村部といっ

た、調査に多くの労力を要する地域が多く含まれており、より地域の状況に応じた工夫を施

しながら調査を推進していく必要があります。 
国土交通省では、令和４年度に、事業実施の最前線にいる自治体に対しヒアリングを行

う「自治体キャラバン」等を通して、現場での課題・ニーズを調査・検証し、令和６年度の第

７次十箇年計画の中間見直しに向けた改善策の検討を行うこととしています。 
 


